
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
利
用
者
利
便
に

資
す
る
金
融
制
度
の
再
構
築

特集各
業
態
に
か
か
る
規
制
群
に
つ
い
て

今
日
的
な
検
討
が
必
要

金
融
規
制
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル

─
─
金
融
規
制
を
抜
本
的
に
見
直
す

狙
い
は

　

現
在
、
金
融
の
規
制
体
系
は
、
銀

行
は
銀
行
法
、
保
険
会
社
は
保
険
業

法
、
証
券
会
社
は
金
融
商
品
取
引
法

マ
ニ
ュ
ア
ル
廃
止
は「
言
い
訳

で
き
な
い
」時
代
の
始
ま
り

同
一
の
機
能
・
リ
ス
ク
に
は
同
一
の

ル
ー
ル
と
い
う
原
則
の
確
保
を

と
い
う
よ
う
に
、
基
本
的
に
「
業
態

別
」
と
な
っ
て
い
る
。
銀
行
が
提
供

す
る
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
預
金
受
入
れ

・
資
金
供
与
（
貸
付
）・
決
済
（
為

替
取
引
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、

銀
行
以
外
の
多
様
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
が

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
と
組
み
合
わ

せ
な
が
ら
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
例

え
ば
、
電
子
商
取
引
や
ソ
ー
シ
ャ
ル

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
会
社
も
、
決
済
な
ど
の
金
融

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｉ
Ｔ
の
進
展
に
伴
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
が
デ
ジ
タ
ル
に
蓄
積

さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
そ
う
し
た
情

報
を
分
析
し
、
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

者
に
便
利
な
か
た
ち
で
迅
速
・
安
価

に
提
供
す
る
こ
と
が
よ
り
一
層
求
め

ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
業
態
別
の
業
法

に
よ
る
規
制
は
、
多
様
な
プ
レ
ー
ヤ

ー
を
業
法
が
想
定
す
る
一
定
の
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
に
当
て
は
め
て
規
制
し

て
い
る
面
が
あ
る
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
促
進
や
利
用
者
利
便
の
向
上
の

観
点
か
ら
、
各
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
自
由

に
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
選
択
し
た
う

え
で
、
そ
の
機
能
や
リ
ス
ク
に
応
じ

て
ル
ー
ル
を
過
不
足
な
く
適
用
し
て

い
く
こ
と
が
理
想
的
と
考
え
ら
れ
る
。

最
終
的
な
金
融
規
制
体
系
の
あ
り
方

金
融
規
制
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
金
融

審
議
会
の
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
が
２
０
１
８
年
６
月
19

日
、
中
間
整
理
を
発
表
し
た
。
金
融
を
と
り
ま
く
環
境
が
大
き
く
変

化
す
る
な
か
、
現
在
の
「
業
態
別
」
の
金
融
規
制
が
時
代
の
変
化
に

十
分
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
意
識
が
ち
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
。
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
将
来
の
可
能
性
を
見

据
え
て
金
融
規
制
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
足
か
せ
に
な
ら
な
い
よ
う

に
制
度
設
計
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
利
用
者
保
護
や

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
。
中

間
整
理
の
取
り
ま
と
め
に
あ
た
っ
た
金
融
庁
の
井
上
俊
剛
課
長
に
、

見
直
し
に
関
す
る
方
向
性
や
当
局
の
問
題
意
識
な
ど
に
つ
い
て
聞
い

た
。（
編
集
部
）

金
融
庁　

企
画
市
場
局 

企
業
開
示
課
長

︵
前
総
務
企
画
局　

信
用
制
度
参
事
官
︶

井
上 

俊
剛
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際
立
つ
総
合
政
策
局
の
存
在
感

　

ト
ル
コ
リ
ラ
が
急
落
し
、
連
鎖
的
に
そ
の
他
の

新
興
国
通
貨
に
も
売
り
が
波
及
し
て
世
界
経
済
を

揺
さ
ぶ
っ
た
８
月
上
旬
。
金
融
庁
は
大
手
行
に
対

し
て
、「
ト
ル
コ
シ
ョ
ッ
ク
」
が
各
社
の
有
価
証

券
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
や
貸
出
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
緊
急
調
査
を

実
施
し
た
。
こ
の
調
査
を
メ
イ
ン
で
担
当
し
た
の

は
、
総
合
政
策
局
プ
ル
ー
デ
ン
ス
部
門
の
「
大
手

銀
行
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
」。
あ
る
大
手
行
の
幹
部

は
「
金
融
庁
に
報
告
す
る
計
数
の
取
り
ま
と
め
に

苦
労
し
（
新
体
制
の
）
洗
礼
を
浴
び
た
印
象
。
日

々
、
緊
張
感
が
あ
る
」
と
顔
を
曇
ら
せ
る
。

　

ま
た
、
驚
愕
の
不
祥
事
が
次
々
と
明
る
み
に
な

っ
て
い
る
ス
ル
ガ
銀
行
事
案
で
も
、
検
査
の
中
心

を
担
っ
て
い
る
の
は
総
合
政
策
局
。
す
で
に
検
査

は
長
期
化
し
て
い
る
が
、「
ス
ル
ガ
銀
行
の
立
入

検
査
に
従
事
し
て
い
る
の
は
総
合
政
策
局
の
行
政

官
ば
か
り
。
監
督
局
の
姿
が
見
え
な
い
」（
関
係

者
）
と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
る
。
仮
想
通
貨
に
関

し
て
も
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
所
管
し
て
い
る

の
は
監
督
局
の
金
融
会
社
室
だ
が
、
総
合
政
策
局

が
担
当
す
る
場
面
が
多
い
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、

「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
」
や
「
顧
客
本
位

の
業
務
運
営
」
と
い
っ
た
個
別
の
重
要
テ
ー
マ
も

総
合
政
策
局
が
担
っ
て
い
る
。

　

金
融
庁
が
７
月
17
日
の
組
織
再
編
で
、
こ
れ
ま

で
の
「
総
務
企
画
局
」「
検
査
局
」「
監
督
局
」
の

体
制
を
、「
総
合
政
策
局
」「
企
画
市
場
局
」「
監

督
局
」
の
３
局
に
再
編
し
た
の
は
周
知
の
と
お
り
。

「
金
融
行
政
の
戦
略
立
案
や
総
合
調
整
の
機
能
の

強
化
」
を
目
的
に
新
設
さ
れ
た
総
合
政
策
局
に
は
、

旧
総
務
企
画
局
の
官
房
部
門
約
２
３
０
人
が
配
置

さ
れ
た
ほ
か
、
旧
検
査
局
の
「
マ
ク
ロ
・
専
門
分

野
別
チ
ー
ム
」
約
２
７
０
人
が
合
流
し
、
全
体
で

約
５
０
０
人
の
大
所
帯
と
な
っ
て
い
る
。
か
た
や

旧
総
務
企
画
局
か
ら
官
房
部
門
が
切
り
離
さ
れ
た

企
画
市
場
局
は
２
０
０
人
弱
の
体
制
。
監
督
局
は

と
い
う
と
、
旧
検
査
局
の
「
業
態
別
チ
ー
ム
」
約

１
２
０
人
が
合
流
し
た
が
、
そ
れ
で
も
総
勢
約
４

３
０
人
の
陣
容
だ
。
担
当
す
る
業
務
の
注
目
度
に

加
え
て
、
数
の
う
え
で
も
総
合
政
策
局
が
他
局
を

圧
倒
し
て
い
る
。

　

目
を
見
張
る
の
は
、
総
合
政
策
局
の
人
の
多
さ

だ
け
で
は
な
い
。
手
厚
い
布
陣
と
な
っ
た
官
房
部

門
も
注
目
に
値
す
る
。
咋
事
務
年
度
ま
で
、
政
務

・
人
事
・
国
会
対
応
等
の
官
房
業
務
は
旧
総
務
企

画
局
の
総
括
審
議
官
を
中
心
に
、
官
房
担
当
の
参

事
官
や
総
務
課
長
ら
が
担
う
体
制
だ
っ
た
。
だ
が
、

総
括
審
議
官
は
多
く
の
リ
ソ
ー
ス
を
政
策
立
案
に

割
い
て
い
た
た
め
、
実
際
に
中
心
と
な
っ
て
い
た

の
は
参
事
官
と
総
務
課
長
。
そ
れ
が
今
事
務
年
度

か
ら
は
、
総
合
政
策
局
の
総
括
審
議
官
の
主
要
業

務
を
官
房
に
絞
り
、
さ
ら
に
は
新
設
さ
れ
た
「
秘

書
課
」
が
専
担
チ
ー
ム
と
し
て
官
房
業
務
を
担
う

体
制
を
敷
い
て
い
る
。

監
督
局
は
保
険
業
務
が
メ
イ
ン
？

　

「
総
合
政
策
局
の
存
在
感
が
際
立
つ
」。
新
体

制
と
な
っ
た
金
融
庁
の
日
常
業
務
や
組
織
図
を
目

の
当
た
り
に
し
た
金
融
機
関
か
ら
は
、
こ
ん
な
感

想
が
聞
こ
え
て
く
る
。
今
般
の
組
織
再
編
に
際
し

て
、
金
融
庁
が
17
年
８
月
に
発
表
し
た
「
平
成
30

年
度　

機
構
・
定
員
、
予
算
要
求
」
で
は
、「
立

入
検
査
は
監
督
局
の
業
態
別
の
担
当
者
と
総
合
政

策
局
の
専
門
別
チ
ー
ム
が
共
同
で
行
う
」
と
の
方

３
年
ぶ
り
の
長
官
交
代
、
大
規
模
な
組
織
再
編
も
実
施
（
い
ず
れ
も
７
月
17
日
）
さ
れ
る
な
ど
、

文
字
ど
お
り
新
体
制
と
な
っ
た
金
融
庁
。
遠
藤
俊
英
新
長
官
の
も
と
１
カ
月
余
り
が
経
過
し
た

が
、早
く
も
金
融
業
界
に
強
い
印
象
を
与
え
て
い
る
の
が
総
合
政
策
局
の
際
立
つ
存
在
感
だ
。一

方
、
こ
れ
ま
で
中
核
的
な
存
在
だ
っ
た
監
督
局
の
影
は
薄
く
、
さ
ら
に
は
全
国
の
財
務
局
の
権

限
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
役
割
が
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
遠
藤
体
制
が
始
動
し
て
１
カ
月
。
従

来
以
上
に
オ
ン
・
オ
フ
一
体
の
組
織
運
営
を
目
指
す
は
ず
の
金
融
庁
に
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。

遠
藤
新
体
制
の
金
融
庁
、

始
動
１
カ
月
で
見
え
て
き
た
姿
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トルコ危機がもたらす
新興国市場への
インパクト

ト
ル
コ
固
有
の
問
題
よ
り

米
金
利
上
昇
に
注
意
が
必
要

ソ
ニ
ー
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

シ
ニ
ア
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト渡辺 

浩
志

ト
ル
コ
リ
ラ
急
落
、

市
場
の
注
目
点
は

　

ト
ル
コ
リ
ラ
が
急
落
し
て
い
る
。

そ
の
原
因
は
次
の
４
点
だ
。

①
経
常
赤
字
が
大
き
く
高
イ
ン
フ
レ

で
、
通
貨
安
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
通
貨
安
↓
経

常
赤
字
拡
大
・
イ
ン
フ
レ
↓
通
貨
安

↓
…
と
い
う
負
の
連
鎖
を
生
む
（
通

貨
危
機
）

②
外
貨
建
て
対
外
債
務
へ
の
依
存
度

が
高
い
一
方
で
外
貨
準
備
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
通
貨

防
衛
力
が
低
い
（
為
替
介
入
不
能
）

こ
と
と
、
負
債
返
済
原
資
が
乏
し
く

債
務
危
機
が
起
こ
り
や
す
い
こ
と
を

意
味
す
る

③
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
の
強
権
に
よ

り
、
適
切
な
通
貨
防
衛
策
（
利
上
げ

や
緊
縮
財
政
）
が
実
施
で
き
な
い
こ

と
。
中
銀
の
独
立
性
や
通
貨
の
信
認

が
脅
か
さ
れ
、
資
本
流
出
が
加
速
す

る④
米
国
と
の
対
立
。
米
国
人
牧
師
拘

束
を
巡
る
米
経
済
制
裁

　

リ
ラ
安
は
、
利
上
げ
や
緊
縮
財
政

な
ど
の
正
攻
法
に
よ
る
通
貨
防
衛
が

で
き
な
け
れ
ば
、
完
全
に
は
止
ま
ら

な
い
。
ト
ル
コ
の
外
貨
建
て
対
外
債

務
は
リ
ラ
安
の
分
だ
け
膨
張
し
て
お

り
、
今
の
強
硬
姿
勢
を
改
め
な
け
れ

ば
ト
ル
コ
は
い
ず
れ
関
係
の
悪
い
Ｉ

Ｍ
Ｆ
か
ら
の
支
援
を
仰
い
だ
り
、
資

本
移
動
規
制
や
リ
ラ
の
兌
換
制
限
を

行
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
ト
ル
コ
経

済
に
打
撃
を
与
え
る
。
も
っ
と
も
、

ト
ル
コ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
世
界
の
１
％
程

度
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
市
場
の

関
心
は
、
ト
ル
コ
経
済
や
リ
ラ
の
行

方
よ
り
も
、
ト
ル
コ
危
機
が
⑴
他
の

新
興
国
通
貨
安
を
招
来
す
る
か
、
⑵

金
融
危
機
と
な
っ
て
世
界
の
金
融
市

場
に
伝
染
す
る
か
、
の
２
点
に
集
ま

っ
て
い
る
。

リ
ラ
安
は

ト
ル
コ
固
有
の
問
題

　

リ
ラ
安
の
原
因
の
う
ち
、
前
述
の

①
、
②
は
新
興
国
全
般
に
起
こ
り
や

す
い
問
題
だ
。
そ
こ
で
新
興
国
各
国

の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
を
比
較
し

て
み
る
と
、
脆
弱
な
の
は
ト
ル
コ
と

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
南
ア
フ
リ
カ
に
限

定
さ
れ
る
（
図
表
１
）。
確
か
に
、

こ
の
３
カ
国
は
経
常
赤
字
が
大
き
く

高
イ
ン
フ
レ
国
で
あ
り
、
慢
性
的
に

強
い
通
貨
安
圧
力
を
受
け
て
い
る
。

外
貨
準
備
は
乏
し
く
、
為
替
介
入
は

困
難
で
あ
る
ほ
か
、
対
外
債
務
へ
の

依
存
度
が
高
い
。
通
貨
安
と
な
れ
ば
、

対
外
債
務
は
膨
張
す
る
が
、
返
済
原

ト
ル
コ
リ
ラ
の
急
落
が
新
興
国
通
貨

危
機
の
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
と
の
警

戒
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
リ
ラ

安
は
ト
ル
コ
固
有
の
問
題
に
起
因
し
て
お

り
、
他
の
新
興
国
通
貨
へ
伝
染
す
る
筋
合

い
の
話
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
ま
た
、
対
ト

ル
コ
与
信
の
多
い
欧
州
系
銀
行
の
経
営
悪

化
な
ど
で
国
際
金
融
市
場
の
混
乱
に
つ
な

が
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
重
要

な
の
は
、
米
国
の
金
利
上
昇
に
よ
る
新
興

国
か
ら
の
資
金
引
き
揚
げ
で
あ
る
。
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